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議案第７７号
大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について
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大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和８年度より介護職員等処遇改善加算の範囲が拡充され、これまで、処遇改善の対
象外であった「居宅介護支援、介護予防支援」について２．１％の処遇改善が実施さ れる
こととなった。

このため、本市の地域包括支援センターに勤務しケアプランの作成業務に従事する介
護支援専門員（会計年度任用職員）に対する処遇改善も対象となることを受け、該当の職
員の給料額に加算を行うための所要の改正を行う。

２ 改正の趣旨

１ 改正を必要とする条例
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令和８年６月１日

※上記の日に遡って適用することとし、令和８年６月分の給与及び賞与については差額
の支給を行う。

３ 実施時期
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対象者を 「地域包括支援センターに勤務する介護支援専門員（主として介護予防ケアマネ
ジメント業務に従事する者に限る。）」 とし、給料表に加算額を設置するもの。

対象：介護支援専門員（会計年度任用職員） 給料表加算額 月額 ３，０００円

※上記の加算額はフルタイムの場合。パート職員は勤務時間での割戻額となる。

４ 改正内容
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５ 対象人数及び経費 等

【参考】 加算に伴う収入の増加額

総務常任委員会資料
（議案第７７号）


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5

